
 

 

第一六二回 

閣第五号 

   水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の

一部を改正する法律案 

 （水防法の一部改正） 

第一条 水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第二十四条」を「第三十一条」に、「第二十五条―第三十一条」を「第三

十二条―第三十五条」に、 

「 第五章 費用の負担及び補助（第三十二条―第三十三条の二）  

 第六章 雑則（第三十四条―第三十七条の二）  

 第七章 罰則（第三十八条ー第四十条） 」

 を 

「 第五章 水防協力団体（第三十六条―第四十条）  

 第六章 費用の負担及び補助（第四十一条―第四十四条）  

 第七章 雑則（第四十五条―第五十一条）  

 第八章 罰則（第五十二条―第五十四条） 」

 に改める。 

  第二条第五項中「及び消防機関」を「、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第

一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同

じ。）」に改め、同条第七項中「起る」を「発生する」に改める。 

  第六条の二の次に次の一条を加える。 

  （退職報償金） 

 第六条の三 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該

水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつて

は条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者

（死亡による退職の場合には、その者の遺族）に退職報償金を支給することができ

る。 

  第七条第一項中「、都道府県水防協議会（都道府県水防協議会を置かない都道府県

にあつては、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十四条第一項に

規定する都道府県防災会議）にはかつて」を削り、「定めなければ」を「定め、及び

毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更

しなければ」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。 

   報告した水防計画の変更についても、同様とする。 

  第七条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 都道府県知事は、前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更し

ようとするときは、あらかじめ、都道府県水防協議会（次条第一項に規定する都道

府県水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法



 

 

（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十四条第一項に規定する都道府県防災会議

とする。）に諮らなければならない。 

  第七条に次の一項を加える。 

 ４ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、

又は変更したときは、その要旨を公表しなければならない。 

  第十条第二項中「ついて」の下に「、気象庁長官と共同して」を加え、「、気象庁

長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して」を「水位又は流量を、はん濫し

た後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示し

て当該河川の状況を」に改め、同条第三項中「次条及び第十条の三において」を「以

下」に改める。 

  第四十条第二号中「第十三条第二項」を「第二十条第二項」に改め、同条第三号中

「第三十六条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条を第五十四条とする。 

  第三十九条中「第十四条」を「第二十一条」に改め、同条を第五十三条とする。 

  第三十八条を第五十二条とする。 

  第七章を第八章とする。 

  第六章中第三十七条の二を第五十一条とする。 

  第三十七条中「置かなければ」を「おかなければ」に改め、同条を第五十条とす

る。 

  第三十六条の見出し中「立入」を「立入り」に改め、同条第二項中「呈示しなけれ

ば」を「提示しなければ」に改め、同条を第四十九条とする。 

  第三十五条の二を第四十八条とし、第三十五条を第四十七条とする。 

  第三十四条の二（見出しを含む。）中「報賞」を「表彰」に改め、同条を第四十六

条とする。 

  第三十四条（見出しを含む。）中「第十七条」を「第二十四条」に改め、同条を第

四十五条とする。 

  第六章を第七章とする。 

  第三十三条の二第一項中「第三十二条」を「第四十一条」に改め、第五章中同条を

第四十四条とする。 

  第三十三条を第四十三条とする。 

  第三十二条の二第四項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第四十二条とす

る。 

  第三十二条を第四十一条とする。 

  第五章を第六章とし、第四章の次に次の一章を加える。 

    第五章 水防協力団体 

  （水防協力団体の指定） 

 第三十六条 水防管理者は、民法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の法人



 

 

又は特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項の特定非営利活動

法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められ

るものを、その申請により、水防協力団体として指定することができる。 

 ２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、

住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 

 ３ 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするとき

は、あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。 

 ４ 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公

示しなければならない。 

  （水防協力団体の業務） 

 第三十七条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 

  一 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力す

ること。 

  二 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

  三 水防に関する調査研究を行うこと。 

  四 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

  五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

  （水防団等との連携） 

 第三十八条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に

前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。 

  （監督等） 

 第三十九条 水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確

保するため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告

をさせることができる。 

 ２ 水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実

施していないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し

必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

 ３ 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指

定を取り消すことができる。 

 ４ 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなけ

ればならない。 

  （情報の提供等） 

 第四十条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施

に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

  第二十九条から第三十一条までを削る。 

  第二十八条の見出しを「（水防訓練）」に改め、同条中「及び消防機関」を「、消



 

 

防機関及び水防協力団体」に改め、第四章中同条を第三十五条とする。 

  第二十七条を第三十四条とする。 

  第二十六条第五項中「ものの外」を「もののほか」に改め、同条を第三十三条とす

る。 

  第二十五条中「、水防協議会を置く指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防

協議会を置かず、かつ、災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議を

置く市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議にはかつて」を削り、

「都道府県知事に協議しなければ」を「及び毎年水防計画に検討を加え、必要がある

と認めるときは、これを変更しなければ」に改め、同条に次の二項を加える。 

 ２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しよ

うとするときは、あらかじめ、水防協議会（次条第一項に規定する水防協議会をい

う。以下この項において同じ。）を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議

会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町

村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議に

諮るとともに、都道府県知事に協議しなければならない。 

 ３ 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更し

たときは、その要旨を公表しなければならない。 

  第二十五条を第三十二条とする。 

  第三章中第二十四条を第三十一条とし、第二十三条を第三十条とする。 

  第二十二条の見出し中「立退」を「立退き」に改め、同条中「
ヽ

は
ヽ

ん濫」を「はん

濫」に改め、同条を第二十九条とする。 

  第二十一条第一項中「車馬」を「車両」に、「運搬具若しくは器具」を「運搬用機

器」に改め、同条を第二十八条とする。 

  第二十条を第二十七条とする。 

  第十九条中「及び消防機関の長」を「、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」

に、「
ヽ

は
ヽ

ん濫」を「はん濫」に改め、同条を第二十六条とする。 

  第十八条中「又は消防機関の長」を「、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」

に改め、同条を第二十五条とする。 

  第十七条を第二十四条とする。 

  第十六条第一項中「求に」を「求めに」に改め、同条を第二十三条とする。 

  第十五条を第二十二条とする。 

  第十四条第一項中「立入」を「立入り」に改め、同条を第二十一条とする。 

  第十三条を第二十条とする。 

  第十二条中「おもむく」を「赴く」に改め、同条を第十九条とする。 

  第十一条中「車馬」を「車両」に、「道を」を「進路を」に改め、同条を第十八条

とする。 



 

 

  第十条の七中「都道府県知事の定める」を削り、同条を第十七条とする。 

  第十条の六を第十六条とする。 

  第十条の五第一項中「。第三項において」を「。以下」に、「洪水予報（第十条第

一項若しくは第二項又は第十条の二第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及

び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報をいう。次項及び第三項に

おいて同じ。）の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図

るために必要な」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。 

  一 洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定によ

り気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官若しくは都道府県知事及び気象庁長

官が行う予報又は第十三条第一項若しくは第二項の規定により国土交通大臣若し

くは都道府県知事が通知し若しくは周知する情報をいう。以下同じ。）の伝達方

法 

  二 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

  三 浸水想定区域内に地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の

者が利用する施設をいう。以下同じ。）又は主として高齢者、障害者、乳幼児そ

の他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で当該施設の利用者の洪水時

の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあつ

ては、これらの施設の名称及び所在地 

  第十条の五第二項中「浸水想定区域内に地下街その他不特定かつ多数の者が利用す

る地下に設けられた施設がある場合には、当該施設の」を「前項第三号に規定する施

設については、その」に、「前項の洪水予報」を「洪水予報等」に改め、同条第三項

を次のように改める。 

 ３ 第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下

街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところに

より、当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必

要な措置に関する計画を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表しなけ

ればならない。 

  第十条の五第四項中「前三項」を「前各項」に、「前項」を「前二項」に改め、同

項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 

 ４ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところによ

り、市町村地域防災計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民に周知

させるため、これらの事項（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第六条第一項に規定する土砂災害警戒

区域をその区域に含む市町村にあつては、同法第七条第三項に規定する事項のうち

洪水時において同法第二条に規定する土砂災害を防止するため必要と認められる事

項を含む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならな



 

 

い。 

  第十条の五を第十五条とする。 

  第十条の四第一項中「又は都道府県知事」を削り、「第十条の二第一項」を「前条

第一項の規定により指定した河川について、都道府県知事は、第十一条第一項又は前

条第二項」に改め、同条を第十四条とする。 

  第十条の三の見出しを「（水位の通報及び公表）」に改め、同条に次の一項を加え

る。 

 ２ 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位

（前項の通報水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべ

きものとして都道府県知事が定める水位をいう。以下同じ。）を超えるときは、そ

の水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表しなければなら

ない。 

  第十条の三を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。 

  （国土交通大臣又は都道府県知事が行う水位情報の通知及び周知） 

 第十三条 国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のう

ち、河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第九条第二項に規定する指定区間外

の一級河川（同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。次項において同じ。）

で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川

について、特別警戒水位（警戒水位を超える水位であつて洪水による災害の発生を

特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。）を定め、当該河川の水位がこれ

に達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通

知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなけ

ればならない。 

 ２ 都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又

は自らが指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間

内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を

生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、特別警戒水位を定め、当該

河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ち

に都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、

必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

 ３ 都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道

府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事

項を通知しなければならない。 

  第十条の二を第十一条とする。 

  附則第二項から第四項までを次のように改める。 

 ２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂



 

 

災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第▼▼▼

号）附則第二条の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が第十三条第一項又

は第二項の規定により指定した河川とみなされた河川については、平成二十二年三

月三十一日までに、第十四条第一項の規定による浸水想定区域の指定をしなければ

ならない。 

 ３ 国は、平成十七年度から平成二十一年度までの各年度に限り、都道府県に対し、

予算の範囲内において、前項の浸水想定区域の指定をするために必要な河川がはん

濫した場合に浸水するおそれがある土地の地形及び利用の状況その他の事項に関す

る調査（次項において「浸水想定区域調査」という。）に要する費用の三分の一以

内を補助することができる。 

 ４ 国土交通大臣は、平成二十二年三月三十一日までの間、附則第二項の浸水想定区

域の指定の適正を確保するために必要があると認めるときは、都道府県に対し、浸

水想定区域調査又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律第四条第一項の規定による調査の結果について、必要な報告を求めることがで

きる。 

 （土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正） 

第二条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二

年法律第五十七号）の一部を次のように改正する。 

  第七条第一項中「市町村の長」の下に「。以下同じ。」を加え、同条第二項中「前

項」を「第一項」に改め、「基づき」の下に「、国土交通省令で定めるところによ

り」を加え、「警戒避難が行われるために必要な事項について住民に周知させるよう

努めるものとする」を「警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるた

め、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならな

い」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 市町村防災会議は、警戒区域内に主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に

防災上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑

な警戒避難が行われるよう前項の土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法

を定めるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、第一条のうち水防法第六条の二の次に一条を加える改正

規定は、公布の日から施行する。 

 （水防法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法（以下「旧法」と

いう。）第十条第二項の規定により国土交通大臣が指定している河川以外の河川のう



 

 

ち河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第九条第二項に規定する指定区間外の一

級河川（同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下この条において同じ。）

で旧法第十条の六第一項の規定により国土交通大臣が指定しているもの又は旧法第十

条の二第一項の規定により都道府県知事が指定している河川以外の河川のうち河川法

第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川若しくは同法第五条第一項に規定する

二級河川で旧法第十条の六第一項の規定により都道府県知事が指定しているもの（専

ら高潮による災害について水防を行うべきものとして都道府県知事が指定するものを

除く。）については、それぞれ、第一条の規定による改正後の水防法（以下「新法」

という。）第十三条第一項の規定により国土交通大臣が指定した河川又は同条第二項

の規定により都道府県知事が指定した河川とみなす。 

第三条 旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法の規定に相当

の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

 （政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令

で定める。 

 （気象業務法の一部改正） 

第五条 気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）の一部を次のように改正する。 

  第十四条の二第二項中「水位又は流量」を「当該河川の水位又は流量（はん濫した

後においては、水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深）」に

改め、同条第三項中「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める。 

 （国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正） 

第六条 国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律（昭和二十九年法律第九十

一号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第一項第八号中「第三十四条」を「第四十五条」に、「第十七条」を「第二

十四条」に改める。 

 （消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正） 

第七条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律（昭和三十一年法律第百七

号）の一部を次のように改正する。 

  第一条中「第三十四条」を「第四十五条」に改める。 

 （災害対策基本法の一部改正） 

第八条 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）の一部を次のように改正

する。 

  第四十一条中「の各号」を削り、同条第一号中「第二項」を「第三項」に、「第二

十五条」を「第三十二条第一項」に改める。 

 （特定都市河川浸水被害対策法の一部改正） 

第九条 特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）の一部を次のよう



 

 

に改正する。 

  第三十二条第一項ただし書中「又は第十条の二第一項」を「、第十一条第一項又は

第十三条第一項若しくは第二項」に改める。 

  第三十三条第四項中「又は第十条の二第一項」を「、第十一条第一項又は第十三条

第一項若しくは第二項」に、「第十条の四第一項」を「第十四条第一項」に改める。 



 

 

     理 由 

 水災及び土砂災害による被害を防止し、又は軽減するため、国土交通大臣又は都道府

県知事が、その指定する河川の水位情報の通知及び周知を行うこととするとともに、当

該河川について新たに浸水想定区域を指定することとするほか、浸水想定区域及び土砂

災害警戒区域における警戒避難体制を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、

この法律案を提出する理由である。 


